
議案第４３号 

 

土地改良事業計画変更の概要について 

 

平成２４年度から施行している土地改良事業である集落基盤再編事業相野地区

（農業用用排水施設整備）の事業計画変更の概要について、土地改良法（昭和２４

年法律第１９５号）第９６条の３第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 

平成３０年２月２１日提出 

 

三田市長 森  哲 男    

  

記 

 

１ 所 在 地   三田市下相野地内 

 

２ 名     称   集落基盤再編事業相野地区（農業用用排水施設整備） 

             

３ 受 益 面 積   農業用用排水施設整備 ３０．２ｈａ 

 

４ 事 業 費   ２３１，６１８，０００円 

 

５ 事業費負担区分 

工 事 費            事 務 費 

国庫補助金 １００分の５０     国庫補助金 １００分の ０ 

県 補 助 金 １００分の１３．５   県 補 助 金 １００分の ０ 

市   費 １００分の１８．２５  市   費 １００分の５０ 

地元分担金 １００分の１８．２５  地元分担金 １００分の５０ 



参考 

集落基盤再編事業相野地区 

（農業用用排水施設整備） 

 

 

 


